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（１）関連工事

（２）継続工事
（３）近接工事
（４）近接営業所
（５）格付け業者が少数
（６）その他特別な理由

第３条第３項
（１）不誠実な行為の有無
（２）経営状況
（３）当該建設工事等に対する地理的条件
（４）手持の建設工事等の状況
（５）当該建設工事等の施工に対する技術的適正
（６）安全管理の状況
（７）労働福祉の状況

引用：魚津市建設工事等指名業者選定基準

工　　事　　名 市道大海寺新27号線物件調査業務委託

指 名 競 争 入 札 結 果

担　　当　　課 企 画 総 務 部 財 政 課 予定価格（税抜き） 4,904,000

工　事　場　所 魚 津 市 大海寺新外 地　内

入 札 年 月 日 令 和 3 年 1 月 28 日 第 業207 号

業　　者　　名 第１回　（円） 消　費　税 落　札　金　額 順位 摘要

株式会社　富山測量社 4,750,000

株式会社　東洋設計　新川営業所 4,800,000

株式会社　上智　魚津支店 4,700,000 470,000 5,170,000

株式会社　新日本コンサルタント　魚津営業所 4,800,000

北陸コンサルタント　株式会社　魚津営業所 4,850,000

株式会社　オリス　魚津営業所 4,900,000

調査基準価格（税抜き） 3,596,000 円

指名業者数
第2条による
（標準）

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　　　）

選定基準
第３条第２項別表に

よる
（標準）

第3条第2項ただし書による

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　）

配慮事項
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（１）関連工事

（２）継続工事
（３）近接工事
（４）近接営業所
（５）格付け業者が少数
（６）その他特別な理由

第３条第３項
（１）不誠実な行為の有無
（２）経営状況
（３）当該建設工事等に対する地理的条件
（４）手持の建設工事等の状況
（５）当該建設工事等の施工に対する技術的適正
（６）安全管理の状況
（７）労働福祉の状況

引用：魚津市建設工事等指名業者選定基準

工　　事　　名
市道上野１号線給水補助管布設替工事

指 名 競 争 入 札 結 果

担　　当　　課 企 画 総 務 部 財 政 課 予定価格（税抜き） 8,199,000

工　事　場　所 魚 津 市 上野 地　内

入 札 年 月 日 令 和 3 年 1 月 28 日 第 2070 号

業　　者　　名 第１回　（円） 消　費　税 落　札　金　額 順位 摘要

慶野住設　株式会社 8,120,000

株式会社　平崎設備 8,100,000 810,000 8,910,000

株式会社　三水 8,150,000

有限会社　石倉工業 8,180,000

株式会社　ライフシステム 8,150,000

調査基準価格（税抜き） 6,904,000 円

指名業者数
第2条による
（標準）

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　　　）

選定基準
第３条第２項別表に

よる
（標準）

第3条第2項ただし書による

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　）

配慮事項
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（１）関連工事

（２）継続工事
（３）近接工事
（４）近接営業所
（５）格付け業者が少数
（６）その他特別な理由

第３条第３項
（１）不誠実な行為の有無
（２）経営状況
（３）当該建設工事等に対する地理的条件
（４）手持の建設工事等の状況
（５）当該建設工事等の施工に対する技術的適正
（６）安全管理の状況
（７）労働福祉の状況

引用：魚津市建設工事等指名業者選定基準

工　　事　　名
空調機器設置工事

指 名 競 争 入 札 結 果

担　　当　　課 企 画 総 務 部 財 政 課 予定価格（税抜き） 5,614,000

工　事　場　所 魚 津 市 新金屋一丁目 地　内

入 札 年 月 日 令 和 3 年 1 月 28 日 第 2067 号

業　　者　　名 第１回　（円） 消　費　税 落　札　金　額 順位 摘要

慶野住設　株式会社 5,550,000

株式会社　平崎設備 5,520,000

株式会社　三水 5,590,000

株式会社　山澤 5,580,000

有限会社　石倉工業 5,600,000

株式会社　ライフシステム 5,500,000 550,000 6,050,000

調査基準価格（税抜き） 4,566,000 円

指名業者数
第2条による
（標準）

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　　　）

選定基準
第３条第２項別表に

よる
（標準）

第3条第2項ただし書による

第４条による
（適用除外理由：　　　　　　　　　　）

配慮事項


